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(57)【要約】
【課題】内視鏡支持部の高さ位置を容易に調整すること
が可能な内視鏡用システムカートを提供する。
【解決手段】内視鏡を支持する内視鏡支持部と、内視鏡
の周辺機器を搭載するカート部と、カート部に対して内
視鏡支持部を上下方向に電動駆動させる電動駆動機構と
、電動駆動機構に内視鏡支持部の上下方向の移動信号と
停止信号を与える操作手段とを備えたことを特徴とする
内視鏡用システムカート。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
内視鏡を支持する内視鏡支持部と、
　内視鏡の周辺機器を搭載するカート部と、
　上記カート部に対して内視鏡支持部を上下方向に電動駆動させる電動駆動機構と、
　上記電動駆動機構に内視鏡支持部の上下方向の移動信号と停止信号を与える操作手段と
、
を備えたことを特徴とする内視鏡用システムカート。
【請求項２】
請求項１記載の内視鏡用システムカートにおいて、上記カート部は上下方向に向く壁部を
有し、
　上記内視鏡支持部は上記カート部の壁部に対して上下方向に移動可能に支持された支柱
を有していることを特徴とする内視鏡用システムカート。
【請求項３】
請求項２記載の内視鏡用システムカートにおいて、上記電動駆動機構は、
　上下方向に軸線を向けて上記カート部の壁部内に設けられたネジシャフトと、
　上記ネジシャフトに上記軸線を中心とする正逆方向の回転を与えるモータと、
　上記ネジシャフトに対して回転が規制された状態で螺合し、かつ上記支柱と一体に上下
方向に移動可能に案内されたスライダ部材と、
を備えていることを特徴とする内視鏡用システムカート。
【請求項４】
請求項２または３記載の内視鏡用システムカートにおいて、上記操作手段は、カート部の
壁部の外面に設けられていることを特徴とする内視鏡用システムカート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡とその周辺機器が搭載される内視鏡用システムカートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡システムを構成する各種機器を効率良く配置し、また内視鏡自体を支持するため
の支持配置手段として、特許文献１のような内視鏡用カート（以下、システムカートと呼
ぶ）が知られている。この種のシステムカートの一例を図３に示した。図３に示すシステ
ムカート１０は、車輪によって移動可能に支持されたカート部１１と、カート部１１から
上方に向けて延出された円柱状のハンガー支柱１２を備え、支柱１２の先端には内視鏡の
操作部（不図示）を支持するための操作部ハンガー１３が設けられ、ハンガー支柱１２に
おける操作部ハンガー１３よりも下方の位置に、内視鏡のコネクタ部（不図示）を支持す
るためのコネクタハンガー１４が設けられている。カート部１１には、図示しないモニタ
、プロセッサ（画像処理装置）、記録装置などを載せるための複数の棚板１９が備えられ
ている。
【０００３】
　システムカートにおける内視鏡支持部には、上下方向に位置調整（昇降）可能なタイプ
と、上下方向位置が固定されたタイプがある。図３のシステムカート１０は、ハンガー支
柱１２がカート部１１に対して上下方向に昇降可能に支持されたタイプであり、高さ調整
ネジ１５を緩めることでハンガー支柱１２が上下移動可能になり、高さ調整ネジ１５を締
め付けることによってハンガー支柱１２の高さ位置が固定される。例えば挿入部（可撓管
）が長い内視鏡を支持する場合、挿入部の先端が床面に付いてしまわないように、支柱１
２を上方にスライドさせて操作部ハンガー１３の位置を高くする。一方、ハンガーの位置
が高いと内視鏡の掛け外しが困難であるため、このような場合は支柱１２を下方にスライ
ドさせる。ところが、支柱１２の高さ調整を行うたびに手動で高さ調整ネジ１５を操作し
て支柱１２をスライドさせる必要があり、手間がかかっていた。具体的には片方の手で高
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さ調整ネジ１５を操作し、他方の手で支柱１２を把持してスライドさせなくてはならず、
特に内視鏡を把持した状態で支柱１２の高さ調整を行うことが難しかった。
【特許文献１】特開平１１-２９０２６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、内視鏡支持部（ハンガー）の高さ位置を容易に調整することが可能な内視鏡
用システムカートを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の内視鏡用システムカートは、内視鏡を支持する内視鏡支持部と、内視鏡の周辺
機器を搭載するカート部と、カート部に対して内視鏡支持部を上下方向に電動駆動させる
電動駆動機構と、電動駆動機構に内視鏡支持部の上下方向の移動信号と停止信号を与える
操作手段とを備えたことを特徴としている。
【０００６】
　カート部は上下方向に向く壁部を有し、このカート部の壁部に対して上下方向に移動可
能に支持された支柱を、電動駆動機構によって駆動される内視鏡支持部の構成部材とする
ことが好ましい。この場合、電動駆動機構は、上下方向に軸線を向けてカート部の壁部内
に設けられたネジシャフトと、このネジシャフトに軸線を中心とする正逆方向の回転を与
えるモータと、ネジシャフトに対して回転が規制された状態で螺合し、かつ支柱と一体に
上下方向に移動可能に案内されたスライダ部材とを備えることが好ましい。また、操作手
段は、カート部の壁部の外面に設けられていることが好ましい。
【発明の効果】
【０００７】
　以上の本発明によれば、内視鏡支持部の高さ位置を容易に調整することが可能な内視鏡
用システムカートが得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　図１と図２に、本発明の実施形態に係る内視鏡用システムカート２０を示す。システム
カート２０は、下部に車輪２１を有する基台２２と、該基台２２から上方に向けて立設さ
れた一対の側壁（壁部）２３を有し、該一対の側壁２３間には上下方向に位置を異ならせ
て複数の棚板２４が設けられている。それぞれの棚板２４には、図示しないモニタ、プロ
セッサ（画像処理装置）、キーボード、記録装置といった内視鏡の周辺機器が載せられる
。側壁２３の後方には、棚板２４の後部を覆う後部カバー２５が設けられている。これら
の車輪２１、基台２２、側壁２３、棚板２４、後部カバー２５が、内視鏡用システムカー
ト２０において周辺機器を搭載するカート部を構成している。
【０００９】
　一対の側壁２３のうち一方には、上下方向（垂直方向）に昇降可能なハンガー支柱２６
が設けられている。ハンガー支柱２６の先端部には内視鏡の操作部（不図示）を支持する
操作部ハンガー２７が設けられ、該操作部ハンガー２７よりも下方のハンガー支柱２６の
途中位置には、プロセッサに接続される内視鏡のコネクタ部（不図示）を支持するコネク
タハンガー２８が設けられている。これらのハンガー支柱２６、操作部ハンガー２７、コ
ネクタハンガー２８が、内視鏡用システムカート２０において内視鏡を支持する内視鏡支
持部を構成している。
【００１０】
　システムカート２０は、ハンガー支柱２６の高さ位置を電動駆動によって調整する電動
駆動機構を内蔵している。図２はこの電動駆動機構を示したものであり、側壁２３内に格
納されていて外観には現れない電動駆動機構の構成要素についても透視した状態で図示し
ている。側壁２３内には上下方向に長いガイドベース３０が設けられ、このガイドベース
３０内に上下方向に軸線を向けてネジシャフト３１が支持されている。ネジシャフト３１
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の外周面には螺旋状の外面ネジが形成されていて、ネジシャフト３１はガイドベース３０
の下部に設けたモータ３２によって、その軸線を中心として正逆方向に回転駆動させるこ
とができる。基台２２の下部にはモータ３２の駆動電源となる電源ユニット３７が設けら
れている。
【００１１】
　ガイドベース３０は長手方向に沿って箱形（コ字形）の断面形状を有しており、該ガイ
ドベース３０内に長手方向（上下方向）に移動可能かつ回転規制された状態でスライダユ
ニット（スライダ部材）３３、３４が支持されている。スライダユニット３３、３４はそ
れぞれブラケット３５、３６を介してハンガー支柱２６と固定されている。スライダユニ
ット３３、３４は中心部にネジシャフト３１の外面ネジと螺合するネジ穴を有しており、
ネジシャフト３１が正逆に回転すると外面ネジとネジ穴の螺合関係によってスライダユニ
ット３３、３４がガイドベース３０に沿って上下方向に移動される。すなわち、モータ３
２によってネジシャフト３１を正逆に回転駆動するとハンガー支柱２６を昇降移動させる
ことができる。モータ３２が停止した状態では電動駆動機構の機械的抵抗によってスライ
ダユニット３３、３４の移動が規制されるので、ハンガー支柱２６の高さ位置が固定され
る。
【００１２】
　側壁２３の前面側に操作スイッチ（操作手段）３８が設けられている。操作スイッチ３
８は、ハンガー支柱２６の高さ位置を固定させる停止状態と、ハンガー支柱２６を上方に
移動させる上昇駆動状態と、ハンガー支柱２６を下方に移動させる下降駆動状態の３つの
状態を選択可能な操作手段であり、この操作スイッチ３８の操作に基づいてモータ３２が
駆動及び停止される。具体的には、操作スイッチ３８を介して内視鏡支持部の上昇を指示
する操作信号が入力されると、モータ３２によってネジシャフト３１が所定の方向に回転
駆動されてハンガー支柱２６が上方に移動され、操作スイッチ３８を介して内視鏡支持部
の下降を指示する操作信号が入力されると、モータ３２によってネジシャフト３１が反対
方向に回転駆動されてハンガー支柱２６が下方に移動される。操作スイッチ３８において
停止（内視鏡支持部の高さ位置の固定）を指示する信号が入力されると、モータ３２によ
るネジシャフト３１の回転駆動が停止されてハンガー支柱２６の高さ位置が固定される。
操作スイッチ３８は、機械式のスイッチやセンサ式のスイッチなど、周知のスイッチ手段
を用いることができる。
【００１３】
　以上の構造のシステムカート２０によれば、調整ネジなどを手動操作することなくハン
ガー支柱２６の高さ位置を自動的に調節することができるため、内視鏡の掛け外しを行い
易い高さや、内視鏡の挿入部などが床面に触れるのを防ぐ高さなどに容易にハンガー位置
を調節することができる。特にハンガー支柱２６の高さ調整に際して両手を用いる必要が
ないので、内視鏡を把持した状態でも高さ調整が可能であり、使い勝手がよい。
【００１４】
　以上、図示実施形態に基づき本発明を説明したが、本発明はこの実施形態に限定される
ものではない。例えば、図示実施形態では昇降用の操作手段である操作スイッチ３８を側
壁２３に設けているが、カート上に載置されるプロセッサに操作スイッチを設けることも
可能である。また、図示実施形態の電動駆動機構は、いわゆるガイドアクチュエーターを
応用したタイプであるが、本発明の内視鏡用システムカートではこれ以外の形態の電動駆
動機構を採用することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の内視鏡用システムカートの一実施形態を示す斜視図である。
【図２】図１の内視鏡用システムカートにおける内視鏡支持部の電動駆動機構を一部透視
して示した側面図である。
【図３】従来の内視鏡用システムカートを示す斜視図である。
【符号の説明】
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【００１６】
２０　システムカート
２２　基台
２３　側壁
２６　ハンガー支柱
３０　ガイドベース
３１　ネジシャフト
３２　モータ
３３　３４　スライダユニット（スライダ部材）
３５　３６　ブラケット
３８　操作スイッチ（操作手段）

【図１】 【図２】
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